
本
人
通
知
制
度
に
登
録
を

公
共
施
設
の
予
約
シ
ス
テ
ム
が
変
わ
り
ま
す

証明書公共
施設

　

本
人
通
知
制
度
は
、戸
籍
謄
本
や
住
民

票
の
写
し
な
ど
の
証
明
書
を
代
理
人
や
第

三
者
へ
交
付
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
制
度

で
す
。
不
正
取
得
の
早
期
発
見
や
個
人
情

報
の
不
正
利
用
防
止
・
抑
止
の
た
め
、ぜ

ひ
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者

市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い

る
、ま
た
は
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る

方（
除
か
れ
た
方
も
含
む
）

▼
登
録
場
所

　
・市
役
所
３
階
市
民
課

　
・吉
川
支
所
市
民
生
活
課

　
・各
市
立
公
民
館（
預
か
り
の
み
）

　

疾
病
な
ど
で
窓
口
に
来
ら
れ
な
い
場

合
は
、郵
送
で
申
請
で
き
ま
す
。

▼
登
録
に
必
要
な
も
の

・申
出
書

・本
人
確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
・
運
転
免
許
証
・
健
康
保
険
証

な
ど
）

・代
理
人
の
場
合
は
、委
任
状（
登
録
す

る
方
が
未
成
年
で
、申
請
者
が
法
定

代
理
人
の
場
合
は
不
要
）

▼
通
知
の
対
象
と
な
る
証
明
書

・住
民
票
の
写
し（
除
票
を
含
む
）

・住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

・戸
籍
謄
本
お
よ
び
抄
本（
除
籍
を
含
む
）

・戸
籍
の
附
票
の
写
し（
除
附
票
を
含
む
）

・戸
籍
記
載
事
項
証
明
書（
除
籍
を
含
む
）

問・申
請
（市）
市
民
課
市
民
係

　
４
月
に
公
共
施
設
案
内
予
約
シ
ス
テ
ム

を
更
新
し
ま
す
。
利
用
情
報
と
４
月
以
降

の
予
約
情
報
は
新
シ
ス
テ
ム
に
引
き
継
ぎ

ま
す
が
、４
月
以
降
、初
回
施
設
利
用
時

に
窓
口
で
の
本
人
確
認
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

　
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
み

き
４
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
（市）
デ
ジ
タ
ル
推
進
課

みっきぃナビみっきぃナビ

み
っ
き
い
☆
健
康
ア
プ
リ

三
木
市
ポ
イ
ン
ト
の
交
換

は
3
月
31
日
ま
で

健康アプリ
　
三
木
市
ポ
イ
ン
ト
の
電
子
マ
ネ
ー
な
ど
へ
の
交
換

期
限
は
、３
月
31
日
ま
で
で
す
。
貯
め
た
ポ
イ
ン
ト

は
４
月
１
日
以
降
、繰
り
越
し
で
き
ま
せ
ん
の
で
早

め
に
交
換
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
2
月
に
町
ぐ
る
み
健
診
を
受
診
さ
れ
た
方
へ

　

三
木
市
国
保
加
入
者
で
、２
月
に
町
ぐ
る
み
健

診
の
個
別
健
診（
特
定
健
診
）を
受
診
し
た
方
は
、

三
木
市
国
保
健
診
受
診
ポ
イ
ン
ト（
1
0
0
ポ
イ

ン
ト
）の
自
動
付
与
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、３
月
10

日
㈮
ま
で
に
、（市）
医
療
保
険
課
に
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。
連
絡
の
な
い
場
合
は
、ポ
イ
ン
ト
を
付
与

で
き
ま
せ
ん
。

▼
み
っ
き
ぃ
ふ
れ
あ
い
マ
ラ
ソ
ン
で
イ
ベ
ン
ト
ポ
イ

ン
ト
を
付
与

　

み
っ
き
ぃ
ふ
れ
あ
い
マ
ラ
ソ
ン
の
会
場
で
、今

年
度
最
後
の「
み
っ
き
ぃ
☆
健
康
ア
プ
リ
」の
イ
ベ

ン
ト
ポ
イ
ン
ト
を
配
布
し
ま
す
。
会
場
に
掲
示
し

て
い
る
二
次
元
コ
ー
ド
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ

リ
で
読
み
込
む
と
50
ポ
イ
ン

ト
獲
得
で
き
ま
す
。

問  

（市）
医
療
保
険
課
保
健
事
業
担
当

国
民
健
康
保
険
係

▲ 市ホーム
ページは
こちら

▲ 市ホーム
ページは
こちら

市
民
課
窓
口
に
受
付
番
号
発
券
機
を
導
入

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
転
出
手
続
き
が
可
能
に

軽
自
動
車（
原
付
な
ど
）を
廃
車
す
る
際
は

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
返
却
を

窓口

転入・
転出 軽自動車税

3
月
13
日
㈪
か
ら
、市
民
課
に
番
号
発

券
機
を
導
入
し
ま
す
。
市
民
課
窓
口
を
利

用
す
る
方
は
、発
券
機
で
番
号
を
取
り
、

待
合
ス
ペ
ー
ス
で
お
待
ち
く
だ
さ
い
。
表

示
器
に
受
付
番
号
を
表
示
す
る
と
と
も
に

音
声
で
案
内
し
ま
す
。

▼
受
付
の
流
れ（
証
明
書
発
行
の
場
合
）

　
①
事
前
に
申
請
書
類
を
記
入
。

　
②
番
号
発
券
機
で
該
当
す
る
項
目
ボ
タ

ン
を
押
し
、番
号
札
を
取
る
。

　
③
対
応
窓
口
カ
ウ
ン
タ
ー
の
番
号
呼
び

出
し
の
案
内
が
あ
れ
ば
、番
号
札
を

持
っ
て
窓
口
カ
ウ
ン
タ
ー
へ
行
く
。

　
手
続
き
の
内
容
に
よ
っ
て
は
順
番
が
前

後
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

問
（市）
市
民
課
市
民
係

　
電
子
証
明
書
が
有
効
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
持
ち
、国
内
で
引
越
し
を
す
る

方
は
、転
出
の
際
に
市
役
所
へ
来
庁
し
な

く
て
も
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
通
じ
た
オ
ン

ラ
イ
ン
で
転
出
の
届
出
が
で
き
ま
す
。

▼
注
意
事
項

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
通
じ
て
転
出
手
続

き
を
し
た
場
合
も
、転
入
先
の
市
区
町
村

の
窓
口
で
転
入
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

問
（市）
市
民
課
市
民
係

　

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は
、毎
年
４
月

１
日
現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
市
外
へ
の
転
出
や
車
両
が
不
要
に
な
っ

た
場
合
は
、廃
車
手
続
き
を
し
、ナ
ン
バ
ー

プ
レ
ー
ト
を
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。
手
続

き
が
４
月
２
日
以
降
に
な
っ
た
場
合
、そ

の
年
度
は
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、譲
渡
な
ど
で
所
有
者
が
変
わ
る

場
合
は
、名
義
変
更
の
届
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、現
在
使
用
し
て
い
な
い
場
合
で

も
、所
有
し
て
い
れ
ば

課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
手
続
き
場
所

▼
1
2
5
c
c
以
下
の
原
付
・
小
型
特
殊

自
動
車

　
・（市）
税
務
課
管
理
係

　
・（市）
吉
川
支
所
市
民
生
活
課
市
民
生

活
係

▼
1
2
5
c
c
超
え
の
二
輪

　
神
戸
運
輸
監
理
部
兵
庫
陸
運
部　

☎
0
5
0
‐
5
5
4
0
‐
2
0
6
6

▼
三
輪・四
輪
の
軽
自
動
車

　
軽
自
動
車
検
査
協
会
兵
庫
事
務
所

☎
0
5
0
‐
3
8
1
6
‐
1
8
4
7

問
（市）
税
務
課
管
理
係

10
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
消
費
税
の
複
数

税
率
に
対
応
す
る
た
め
の
納
税
申
告
制
度

「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」に
つ
い
て
の
事
業
者

向
け
説
明
会
お
よ
び
登
録
申
請
相
談
会
を

開
催
し
ま
す
。

▼
申
込
方
法　
下
表
に
記
載
の
開
催
日
の

3
日
前
ま
で
に
電
話
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

問・申
請
三
木
税
務
署
法
人
課
税
部
門

☎
8
2
‐
0
7
6
3

【
受
付
時
間
】平
日
午
前
9
時
〜
午
後
5
時

消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
を
開
催

事業者向け
説明会

三
木
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

月　日 時　間

3月22日㈬ ①午後2時～3時40分
②午後3時40分～4時

3月23日㈭ ①午前10時～11時40分
②午前11時40分～正午

<表>開催日時
①インボイス制度説明会
②登録申請相談会

▼会場
　（公社）三木納税協会　2階会議室
　（末広2丁目5ー75）

▲ マイナ
ポータル
はこちら

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

相　
　
談

人
権
の
目

募
集・採
用

教
室・講
座

健　
　
康

催　
　
し

教
室・講
座

施　
　
設

子
育
て

10広報みき 2023.311 三木市役所・〒673－0492 上の丸町10-30・☎82－2000　　吉川支所・〒673－1192 吉川町大沢412・☎72－0180


